
◎裁判所職員定員法の一部を改正する法律 
（平成一六年三月三一日法律第七号）   

一、提案理由（平成一六年三月一二日・衆議院法務委員会） 

○野沢国務大臣 まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨

を御説明いたします。 

 この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所の

職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下、その要点を申し上げます。 

 第一点は、裁判官につき、判事の員数を六十七人、判事補の員数を十六人及び簡易裁

判所判事の員数を十二人増加しようとするものであります。これは、民事訴訟事件・知

的財産関係事件・倒産事件及び刑事訴訟事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判官

の員数を増加するほか、これまで沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律中の特例規定

に基づいて最高裁判所規則で定められていた裁判官の員数を裁判所職員定員法中に組み

入れ、これらを通じて裁判官の員数を九十五人増加しようとするものであります。 

 第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を四百人増加しようとするものでありま

す。これは、民事訴訟事件・知的財産関係事件、倒産事件、刑事訴訟事件及び家庭事件

の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所書記官等を二百七人増員するとともに、他方

において、裁判所の事務を簡素化し、効率化すること等に伴い、裁判所事務官等を百九

十七人減員し、あわせて、これまで沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律中の特例規

定に基づいて最高裁判所規則で定められていた裁判官以外の裁判所の職員の員数を裁判

所職員定員法中に組み入れ、これらを通じて裁判官以外の裁判所の職員を四百人増加し

ようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 以上が、各法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（平成一六年三月一二日） 

○柳本卓治君 ただいま議題となりました各法律案について、法務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、下級裁判所における事件の適正迅速な

処理を図るため、判事の員数を六十七人、判事補の員数を十六人、簡易裁判所判事の員

数を十二人、裁判官以外の裁判所職員の員数を四百人、増加するものであります。 

……………（略）…………… 

 各案は、去る九日本委員会に付託され、本日野沢法務大臣から提案理由の説明を聴取

し、質疑を行い、これを終局し、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 なお、各案に対し、それぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告を申し上げます。 



○附帯決議（平成一六年三月一二日） 

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、近時、増加を続ける民事訴訟事件・知

的財産関係事件等及び社会・経済情勢の変化に伴い複雑多様化する各種紛争事件の適

正・迅速な処理を図るため、また、司法制度改革について行われている議論の動向をも

踏まえ、裁判官及びその他の裁判所職員の増加、下級裁判所の施設の充実など、裁判所

の人的・物的拡充に努めるべきである。 

三、参議院法務委員長報告（平成一六年三月三一日） 

○山本保君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は、沖縄復帰特措法による裁判所職

員の定員を本法定員に組み入れるとともに、下級裁判所における事件の適正迅速な処理

を図るため、裁判所職員の定員を改め、裁判官のうち、判事の員数を六十七人、判事補

の員数を十六人、簡易裁判所判事の員数を十二人、また、裁判官以外の裁判所職員の員

数を四百人、それぞれ増加しようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、沖縄の裁判所職員を本法の

定員に組み入れる理由、裁判迅速化と裁判所職員増加との関係、二つの研修所を統合す

る意義と理由、裁判所速記官補の設置規定を削除する理由等について質疑が行われまし

た。 

……………（略）…………… 

 三法律案について質疑を終局した後、裁判所法の一部を改正する法律案に対し、日本

共産党の井上委員より、裁判所職員総合研修所は裁判所速記官等の養成に関する事務を

取り扱うことを明記する等の修正案が提出されました。 

 次いで、順次採決の結果、まず裁判所職員定員法の一部を改正する法律案は全会一致

をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 なお、以上三法律案に対してそれぞれ附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年三月三○日） 

 政府及び最高裁判所は、国民に身近で分かりやすく、迅速で充実した司法を目指す司

法制度改革を実効あらしめるため、裁判官及びその他の裁判所職員の増員、施設の充実

など、裁判所の人的・物的態勢を大幅に拡充・整備することに努めるべきである。 

 右決議する。 


